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今月のテーマ

偽の通販サイトに
注意！

事 例

◆ご相談は…

消費者ホットライン 局番なし ☎188
いやや

令和4年2月発行

青森県消費生活センター ☎017-722-3343（平日9時～17時30分 土・日・祝日10時～16時 ※年末年始休）

（お近くの消費生活センターにつながります）

アドバイス

・広告から通販サイトにアクセスすると、通常30万円のブラ
ンドのバッグが在庫処分で２万円だった。サイトには大手百
貨店のロゴマークも表示されていたので信用して注文した。

・後日、商品を代金引換で受け取ったが、開封
すると明らかに偽物だった。返金して欲しい。

・ネットで大手百貨店の閉店セールの広告を見つけた。

代金引換や銀行振込で代金を支払った後、商品が偽物だと
わかっても、返金を受けるのは極めて困難です。

代金引換のみも注意！

消費者庁ウェブサイト
「インターネット通販トラブル」より
https://www.caa.go.jp/policies/policy/
consumer_policy/caution/internet/tro
uble/internet.html

こんなサイトは注意！

販売業者のロゴマークが
掲載されていても、偽の
通販サイトの可能性があ
ります


